
 

福山市女性の働く環境改善補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、女性活躍推進を目的とした社内就業環境改善に係る経費に対して交付する女性の

働く環境改善補助金（以下「補助金」という。）について、福山市補助金交付規則（昭和４１年規則

１７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

(1) 中小企業者等とは、次の者をいう。  

ア 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に掲げる者及び

中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項第２号の規定に該当する者をい

う。ただし、日本標準産業分類に規定される農業・林業・漁業は除く。 

イ 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法 （平成１０年法律第７号）に規定する特定非営

利活動法人に該当する者をいう。 

ウ 公益法人等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）に規定

する一般社団法人及び一般財団法人、並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律（平成１８年法律第４９号）に規定する公益社団法人及び公益財団法人に該当する者をいう。 

エ 医療法人 医療法（昭和２３年法律２０５号）に規定する医療法人に該当する者をいう。 

オ 社会福祉法人 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する社会福祉法人に該当する者

をいう。 

カ 協同組合等 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第７号及び同法別表第３に規定する

協同組合等に該当する者をいう。 

キ 保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者 第１号アからカまでのもの及び私立学校法（昭

和２４年法律第２７０号）に規定する学校法人、宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）に規

定する宗教法人のうち、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する保育所、学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）に規定する認定こども園、子ども・子

育て支援法（平成２４年法律第６５号）に規定する地域型保育事業又は子ども・子育て支援法第

７条第１０項第４号から第８号までに規定する子ども・子育て支援施設等に該当する者をいう。 

(2) 「大企業」とは、「中小企業者等」以外の者で、事業を営む者をいう。 

(3) 「みなし大企業」とは、次の者をいう。 

ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企

業者 

 イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者 

 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者 



 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる条件を全て満たす中小企業者等とする。ただし、み

なし大企業は除く。 

(1) 福山市内に本社又は事業所を有すること。 

(2) 代表者及び従業員等が、次のいずれにも該当しないこと。 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。）であること。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)第２条第４項及

び第５項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営

業を行う事業者でないこと。 

(4) 補助金の交付申請書の提出日又は補助金の実績報告書提出日の時点で倒産(雇用保険法施行規則

（昭和５０年労働省令第３号)第３５条第１項第１号に規定する倒産をいう。）している事業主

（再生手続開始の申立て（民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に規定する再生手続

開始の申立てをいう。）又は更生手続開始の申立て（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第

１７条に規定する更生手続開始の申立てをいう。）を行った事業主であって、事業活動を継続する

見込みがある者を除く。）でないこと。 

(5) 福山市に納付すべき市税の滞納がなく、市税の納付状況を調査されることについて同意するこ

と。 

(6) 福山市の「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請し、申請状況について調査されることについ

て同意すること。 

(7) 常時雇用する従業員が２名以上であること。 

(8) 女性従業員を雇用している又は将来において女性の雇用意思があること。 

（補助対象事業及び補助額等） 

第４条 補助対象事業及び補助額は、別表１に定めるとおりとする。 

２ 補助対象事業は、交付決定日以降に着手し、年度末までに完了するものとする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、市長に対し、次に掲げる

書類を提出しなければならない。 

 (1) 補助金交付申請書（様式第１号） 

 (2) 事業計画書（様式第２号） 

(3) 誓約書兼同意書（様式第３号） 



 

 (4) 収支予算書 

 (5) 収支予算書に計上した経費に関する見積書の写し 

 (6) 補助対象事業を行う建物を所有している場合は、これを証する書類（建物登記簿、納税通知書な

ど） 

(7) 補助対象事業を行う建物を賃借している場合は、これを証する書類（賃貸借契約書など）及び補

助対象事業を行うことについて賃貸人が同意していることを証する書類（任意様式） 

 (8) その他市長が必要とする書類 

（補助金の交付回数） 

第６条 同一企業に対する本補助金の交付は、同一年度につき１回を限度とする。 

（審査） 

第７条 市長は、第５条の規定による申請があったときは、書面による審査を行うものとする。 

２ 申請内容について、資料の追加等が必要と判断した場合は、申請者に資料の追加等を求めることが

できるものとする。 

（補助金の交付決定等） 

第８条 市長は、審査の結果を踏まえ、申請者に対する補助金の交付又は不交付を決定する。 

２ 市長は、交付又は不交付の決定に基づき、交付の場合は補助金交付決定通知書（様式第４号）によ

り、不交付の場合は補助金不交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

３ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（事業計画変更等の申請） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業計画変更・取

下げ承認申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。ただし、事業内容の変更がなく、

かつ補助対象経費を２０パーセント以内で増減する場合は、この限りでない。 

 (1) 実施事業の内容の変更があるとき 

(2) 実施事業を休止、又は廃止するとき 

 (3) 名称、所在地、代表者の変更があるとき 

２ 計画の変更により補助対象経費が減額となった場合、市長は既に決定した補助金の額を減額するこ

とができる。 

３ 計画の変更により補助対象事業費が増額となった場合は、当初決定額を上限とする。 

４ 市長は、承認又は不承認の決定に基づき、承認の場合は事業計画変更承認通知書（様式第７号）に

より、不承認の場合は変更不承認通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

（実施報告書の提出） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業終了後、３０日以内又は３月末日のいずれか

早い日までに次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 



 

 (1) 事業実施報告書（様式第９号） 

 (2) 収支決算書 

 (3) 領収書等の写し 

(4) 事業内容が確認できる写真等 

２ 市長が必要と認めた場合、前項に加え、成果物の確認・提示を求めることができるものとする。 

（補助金の交付額の確定） 

第１１条 市長は、前条に規定する実施報告書の提出があったときは、内容について審査を行い、適当

と認める場合は、補助金交付額確定通知書（様式第１０号）により、補助金額及び交付条件を通知す

るものとする。 

（補助金の交付手続） 

第１２条 前条の規定による補助金交付額確定通知書の通知を受けた者は、速やかに本補助金交付に関

する請求書を市長に提出しなければならない。 

（決定の取消し等） 

第１３条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、交付

決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

２ 市長は、前項の規定による取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助

金が交付されているときは、補助事業者であった者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとす

る。 

（財産の処分及び管理） 

第１４条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」とい

う。）を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならな

い。ただし、取得財産等が耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令

第１５号）別表第１及び別表第２に定める耐用年数をいう。）を経過し、又は市長の承認を受けた場

合には、この限りでない。 

２ 補助事業者は、補助事業が完了した後も、取得財産等を善良なる管理者の注意をもって管理すると

ともに補助金交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。 

（調査等） 

第１５条 市長は、補助金の交付について必要と認める場合は、申請者等に対して報告を求める、又は

現地調査等を行うことができるものとする。 

２ 市長は、必要があると認める場合は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の交付に関し必要な

事項について報告を求め検査し、又は指示することができる。 

（業績の評価） 

第１６条 市長は、事業の実施結果について検証及び評価を行うため、事業成果等の確認を行うものと



 

し、本補助金の交付を受けた者はこれに協力しなければならない。 

（帳票） 

第１７条 この要綱に定める帳票は、市長が別に定める様式による。 

（関係図書の保存） 

第１８条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付にかかる関係図書や、補助金の支払に関する証拠

書類を、補助金が交付された年度の末日から５年間保管しなければならない。ただし、取得財産等の

耐用年数が５年を超える場合、耐用年数の期間が経過するまで、取得財産に関する書類を保存してお

かなければならない。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、２０１８年（平成３０年）４月１日から実施する。 

この要綱は、２０２１年（令和３年）４月１日から実施する。 

この要綱は、２０２３年（令和５年）４月１日から実施する。 

この要綱は、２０２４年（令和６年）４月１日から実施する。 

この要綱は、２０２５年（令和７年）４月１日から実施する。 

この要綱は、２０２６年（令和８年）４月１日から実施する。 

 


